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本県では､ 地域に根ざした生活と文化の源である森と川と海の密接なつながりを踏ま

え､ これを一体のものとして保全し､ 創造するため､ 平成13年12月に ｢ふるさとの森と

川と海の保全及び創造に関する条例｣ を制定しました｡

この条例は､ 森林､ 河川及び海岸を農林水産業の生産活動や人の生活と結び付いて地

域文化を形成する基盤として位置付け､ これを ｢ふるさとの森と川と海｣ として一体的

に保全､ 創造しようとするものです｡

このため､ ふるさとの森と川と海がすべての人の参加の下にできる限り自然の状態で

維持されることを基本とし､ 総合的に施策を推進します (図２－１－１)｡

条例では ｢保全｣ と ｢創造｣ を次のように位置付けています｡

｢保全｣ ：現存するふるさとの森と川と海の自然を適正に維持することです｡

また､ 適切に手を加えることによって自然の状態が維持されることもあるた

め､ 人為的に破壊され､ 又は自然災害により損傷を受けたふるさとの森と川

と海の修復等の維持管理行為を含むものです｡

｢創造｣ ：ふるさとの森と川と海をより豊かにし､ より豊かに感じられるように積極的

に整備することです｡ ただし､ 元々そこにない状態を創り出すことではなく､

過去を考察しながら本来あるべき姿に再生するなど現在のふるさとの森と川

と海をより良い新たな状態にすることです｡
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◆ 保全地域の指定及び保全計画の策定

自然環境がすぐれた状態を維持している森林､ 河川及び海岸の区域のうち､ 特に重要

な区域を保全地域として指定します｡

当該区域では､ 特定行為を届出してもらい､ 指導等により保全上適切な方向への誘導

を図ります｡

また､ 保全地域の保全を一層促進するために保全計画を策定します｡
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指標名 基準値 前年度の実績値 現状値 目標値 指標の説明

十和田湖の透明度
9.2ｍ

(平成17年度)
10.1ｍ

(平成18年度)
9.5ｍ

(平成19年度)
12.0ｍ

(平成21年度)

十和田湖の水質の状態
を表す代表的な指標で
す｡

陸奥湾の環境基準達
成率 (ＣＯＤ75％値)

100％
(平成17年度)

100％
(平成18年度)

100％
(平成19年度)

100％
(平成21年度)

海域の水質の汚染度を
表す代表的な指標です｡

生き物が棲める環境
に配慮した水路づく
りなどの取組数

29地区
(平成17年度)

44地区
(平成18年度)

52地区
(平成19年度)

52地区
(平成21年度)

農業水路の改修や新設
にあたって､ 生態系に
配慮した対策を講ずる
地区数です｡



◆ 森と川と海の一体的な保全・創造施策の推進

◇ 森林の適正な維持・管理を推進します｡

・ブナ､ ヒバ等の郷土樹種の植栽

・森林の適正な間伐や保育の推進

・保安林の指定の推進

◇ 自然豊かな川づくりや海岸づくりを推進します｡

・地域の環境特性に配慮した多自然川づくりや海岸づくりを実施

・自然再生事業への取組

◇ 人と自然との豊かなふれあいの確保を図ります｡

・特に次世代を担う子どもたちが自然とふれあい､ 遊び､ 体験ができる場の創出

◆ 啓発

森と川と海のつながりや人の生活との関わり等への関心と理解を深めるため､ 学習の

機会の提供､ 教育用の資料の提供などを行います｡

◆ ふるさと環境守人の委嘱

ふるさと環境守人による巡視・啓発活動を実施します｡

◆ 民間団体等の活動を促進

県民､ ＮＰＯ法人その他の民間団体等の活動が促進されるような措置を講じます｡

県として上記施策を推進するとともに､ 次のとおり森・川・海に関わる国の関係機関

等とも連携して施策に取り組むことにより､ 彩りある美しく安全な県土の実現を目指し

ています｡

◇ 林野庁東北森林管理局青森分局､ 国土交通省東北地方整備局及び水産庁増殖水産部

と県の４者で ｢青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する覚書｣ を締結

(平成14年９月)

◇ 北海道・北東北知事サミットで北東北３県が ｢ふるさとの森と川と海｣ を守るとい

う共通理念に立って連携して取り組むことで合意 (平成14年８月)

◆ ふるさとの森と川と海保全地域の指定及び保全に関する計画の公表

・大畑川流域 (平成16年11月29日)

・五戸川流域 (平成18年３月１日)

・奥入瀬川流域 (平成18年８月23日)

・追良瀬川流域 (平成18年10月25日)

・赤石川流域 (平成19年１月26日)

・川内川流域 (平成19年３月16日)

・高瀬川流域 (平成19年10月26日)

・馬淵川流域 (平成20年３月31日)

・新井田川流域 (平成20年３月31日)
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ふるさとの森と川と海が､ 農林水産業の生産活動及び人の生活と結び付いて地域文化を形成して

いることにかんがみ､ これを一体的に保全し､ 及び創造すること｡
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本県の森林､ 河川及び海岸 (以下 ｢ふるさとの森と川と海｣ という｡) が､

農林水産業の生産活動及び人の生活と結び付いて地域文化を形成しているこ
とにかんがみ､ ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する県､ 県民及び
事業者の責務を明らかにし､ ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する
施策の基本となる事項を定めるとともに､ ふるさとの森と川と海の保全及び
創造に関する措置について必要な事項を定めることにより､ ふるさとの森と
川と海の保全及び創造を図り､ もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄
与することを目的とする｡
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総合的かつ広域的な施
策の策定及び実施
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ふるさとの森と川と海の保全及び創造への取組の努力､
県が実施する施策への協力の努力
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保全地域の指定 (第６条) 保全計画 (第７条) 特定行為の届出 (第８条)

特定行為に係る指導等 (第９条) 無届特定行為者に係る措置 (第10条)
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国への要請等 (第17条) 施行事項 (第18条)
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ふるさとの森と川と海の保全及び創造に資する施策 (第11条) 啓発 (第12条)

ふるさと環境守人 (第13条) 民間団体等の自発的な活動の促進 (第14条)

市町村への支援 (第15条) 財政上の措置 (第16条)
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このプログラムは､ 本県が我が国においてもすぐれた ｢水環境｣ を基盤として持続可

能な豊かな県となるために､ その基となる ｢水循環系｣ の健全化を推進する上で必要な

方策をとりまとめたものです｡

すぐれた水環境が確保されることによって､ 青森県に関わる人々の暮らしが安全で安

心なものとなり､ その営みから生み出されるものによって本県が豊かになっていくこと

が期待されます｡
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｢青森の水健全化プログラム｣ は､ 県の水循環に関する基本的考え方を示すものであ

り､ ふるさとの森と川と海の保全及び創造を図り､ もって県民の健康で文化的な生活の

確保に寄与することを目的とする ｢青森県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関す

る条例｣ との連携の下､ 水循環の健全化のための取組の推進を図っていきます (図２－

１－２)｡
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水と人との良好な関係に基づく､ 水と人との好循環こそが､ 持続可能な水健全化を維

持するためのプログラムの理念と考え､ ｢青森の水健全化プログラム｣ における理念と

して､ ｢いい水､ いい人､ いい青森 水と人の循環社会｣ を掲げています｡
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取組の方向性として､ ｢いい水づくり｣ と ｢いい人づくり｣ の２つを掲げており､ い

い水づくりでは ｢豊かな水｣ 及び ｢きれいな水｣､ いい人づくりでは ｢水を大切に使う

心｣ ｢水を汚さない心｣ を養っていくことを目指していきます｡
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① 豊かな水づくり

・適正な水の利用のため､ 下水処理水などの再利用､ 事業所排水の循環利用､ 節水の

啓発・行動等､ 水資源の有効利用を促進していきます｡

・森林の保全・利用のため､ ヒバやブナ等郷土樹種による森林づくり､ 県産材の利用

促進等を進めていきます｡

・環境に配慮した河川・水路の整備・保全を進めていきます｡

・水害に強い地域づくりを進めていきます｡

・雨水の貯留浸透施設の普及・利用､ 浸透域の確保・保全を進めていきます｡

② きれいな水づくり

・水質汚濁規制・指導・遵守､ 生活排水対策の普及・啓発・行動､ 清掃活動の実施・

指導・参加を進めていきます｡

・下水道の整備､ 接続､ 浄化槽の普及・設置､ 集落排水処理施設の整備等を進めてい

きます｡

・家畜排せつ物の適正管理指導､ 処理施設の整備､ 有効利用技術の研究開発を進めて

いきます｡

・農薬や化学肥料を減じた農業生産の推進・研究開発等を進めていきます｡

・りんごかす､ ホタテ貝殻､ 未利用の木質資源等を用いた循環型の資源開発を進めて

いきます｡
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・親水空間の創造・保全を図ります｡

・地域のリーダーの育成支援等を進めていきます｡

・郷土愛・知識欲創出のための社会基盤づくり､ 地域活動の活性化等を進めていきま

す｡

・環境教育活動の指導・実施・参画､ 家庭での環境教育等を進めていきます｡

・水文化に関する情報の発信､ 水文化の保護・継承活動等を進めていきます｡

・地元ブランドの創出・維持への支援等を進めていきます｡

・先進的な活動の支援・活性化・参画等を進めていきます｡
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方針１ 人から想われる ｢いい水｣ をつくります｡

方針２ 水を想う心をもつ ｢いい人｣ をつくります｡
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インターネットによるネットワークを活用して､ コミュニケーションと情報の受発信､

蓄積 (データベース) などの中心的な位置付けとなる情報プラットフォームを構築し､

行政､ 事業者､ 団体､ 個人の４者を問わず､ 誰もが水に関することに触れ､ 水について

知り､ 考えることができ､ 交流や協働などの具体的な行動 (取組) を通して人間関係や

地域の結びつきを深めることができるように取り組んでいきます｡
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本県では､ 県産農林水産物の生産から販売までを結びつけ､ 収益性のアップを図るこ

とを基本に､ 消費者が求め､ 必要とする安全・安心な農林水産物やその加工品を売り込

んでいくという振興策である ｢攻めの農林水産業｣ を推進しています｡

こうした安全・安心で品質の良い農林水産物を生産するためには､ 何よりもその基礎

となる ｢きれいな水｣ を確保することが不可欠です｡

水資源は､ 山・川・海を循環することから､ その再生・保全を効率的・効果的に進め

るためには､ 山・川・海の水の流れを一体的な水循環システムとしてとらえ､ ｢流域｣

を単位として､ 総合的・計画的に推進することが重要です｡

このため､ 平成16年６月､ 県､ 市町村､ 農林水産団体などで構成する ｢水循環システ

ム再生・保全推進本部｣ (平成17年４月からは ｢水循環システム再生・保全推進委員会｣

に名称変更) 及び県内の６流域ごとに ｢流域部会｣ を設置し､ 平成16年11月､ 水資源を

めぐる現状・課題や必要な方策等について流域ごとに整理して ｢水資源の再生・保全の

ための総合的な取組方針｣ (グランドデザイン) としてとりまとめています (図２－１－

３)｡
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また､ 平成17年３月に策定した ｢『攻めの農林水産業』 推進基本方針｣ では､ ｢山・川・

海をつなぐ 『水循環システム』 の再生・保全｣ を図るための具体的な取組の方向を掲げ

ています (図２－１－４､ 図２－１－５)｡

����

��������	
������ �����


����


�����


��


 !"�


#$�

%&

��'�

�
�

�

�
�

�
�

�

	



�

�


�

�
�

�
�

�
�

�
�

()
*+



�
�
�

������ ���	�
�����������������������

��� �����	
������

����



������ ����	
��������������������� �!"�#$�%&'(

����

きれいな水を供給する緑豊かな森づくり

水と土がもたらす安全・安心な恵みの里づくり

豊饒の海づくり
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平成17年度からは､ ｢水資源の再生・保全のための総合的な取組方針｣ (グランドデザ

イン) に沿って､ 水循環システムの再生・保全の取組について､ 流域を単位として総合

的・計画的に進めています｡ 平成19年度の主な取組は次のとおりです｡
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安全・安心な農林水産物の生産の基礎となる水資源を再生・保全していくためには､

農林漁業者だけでなく､ 流域に暮らす住民等の理解と主体的な取組が重要であることか

ら､ 流域単位に水系等を範囲としたモデル地区への重点的な支援などにより､ 水資源の

再生・保全に向けた地域の動きの周辺地域への波及に努めました｡
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森林の持つ､ 水資源のかん養や水質の浄化､ 山崩れの防止､ 二酸化炭素の吸収などの

公益的機能は､ 私たち県民の生活や安心・安全な農林水産物の生産を支えています｡

一方で､ 木材価格の低迷などにより､ 森林への関心が薄らぎ､ 適切な整備が遅れてお

り､ このまま推移すれば公益的機能が低下するおそれがあることから､

① ヒバやブナなどの郷土樹種による複層林等多様な森づくりを推進

② 森林環境教育指導者派遣システム確立のため､ 学校教育関係者を対象とした指導

者養成研修会を実施

③ 松くい虫被害防止対策として監視体制強化や枯損木の除去等を実施

④ 間伐材などの地域資源を有効に活用し､ 下流への濁水や土砂の流出防止を推進

⑤ 未利用間伐材等の低コストかつ効率的な生産システム及び木質バイオマスエネル

ギーの利用に関するビジネスモデルを構築するため､ 岩手大学と受託研究契約を締

結し､ モデル地区３地域で現地調査を実施し､ 効率的な生産システムによるビジネ

スモデルを構築

するなど､ 森林の公益的機能の維持・増進の大切さを啓発しながら､ 緑豊かな森づくり

を推進しています｡

��$%&'�()*��*+�,-	.!"#�

農薬・化学肥料の使用を抑えた農産物の生産拡大による水への負荷軽減や､ 地域のバ

イオマス資源の有効活用､ 農地と河川のネットワークを形成する農業の用排水路やため

池の水質の浄化と生態系の保全を図るため､

① 安全・安心で美味しい農産物を生産するため､ ｢日本一健康な土づくり｣ 推進プ

ランを策定し､ 技術研修会の開催､ 環境にやさしい農業の技術組立実証ほ場の設置

及び土づくり作業組織の育成など日本一健康な土づくり運動を展開

② 地域ぐるみでの健全な水循環システムづくりを推進するため､ 農地・農業用水等

の資源や農村環境を守り､ 質を高める地域共同の取組と､ 環境保全に向けた先進的

な営農活動を総合的に支援

③ 青森市荒川地区で地域資源であるホタテ貝殻による水質改善の効果を検証

④ 生物の生息・生育環境の確保を図る構造の水路を新たに８地区で整備

⑤ 河川など公共用水域の水質改善を図るため､ 農業集落排水・漁業集落排水の処理

/01 23��45�6	�$78
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施設や公共下水道､ 合併処理浄化槽の整備等を推進

⑥ 豊かな水資源を活用した水産資源の維持・増大を図るため､ サケ､ サクラマスを

増殖・放流

するなど､ 安全・安心な農水産物の育みを目指し､ 健全で持続的な水循環システムの構

築に取り組んでいます｡

��������	
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水産業は多くの生命が育まれる海や河川の豊かな生態系を直接活用する産業であり､

｢安全・安心｣ で豊かな水産物を安定的に供給するためには､ 健全な水循環の下に､ 良

好な自然環境が保たれていることがとても大切です｡ しかし､ 近年漁場環境の悪化によ

る漁場の生産力低下が懸念されています｡

このことから､ 私たち県民の貴重な財産である豊かな海を守るため､

① 藻場環境に関する ｢漁業者研修会｣ やコンブ養殖等の ｢管理講習会｣ などを通じ

て ｢海の森環境守人 (もりと)｣ を養成し､ 漁業者自らによる海の森づくりを推進

② 水産資源の保全・創造と水質の浄化を図るためのホタテ貝殻を使用した魚礁漁場

の造成等を７地区で実施

③ マナマコ資源を増やし､ マナマコによる底質改善が期待できる､ ホタテ貝殻を敷

設した漁場づくりを指導

④ 県民の参加による海浜清掃等を実施し､ きれいな漁場を社会全体で守るという意

識を啓発

⑤ 日本海の海域特性に有効な藻場礁を開発するため､ 民間企業12社が参画し､ 深浦

町岩崎地先に各社合計38基の藻場礁を設置する実証試験を実施

⑥ アカモク､ ガゴメ､ モズクなど海域浄化作用を持ち､ 食用となる海藻の養殖技術

の開発などを７地区で実施

するなど､ 藻場の再生や漁場環境の保全を通じて､ 豊かな水産資源を育む豊饒の海づく

りを進めています｡
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農山漁村では､ 自立した農林水産業が営まれ､ 地域コミュニティが存続することによっ

て､ 豊かな自然や美しい景観､ 伝統的な風習や文化など､ かけがえのない地域資源を将

来に引き継いでいくことができます｡

そこで本県では､ ｢農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる｣ と

の基本的な考えに基づき､ 農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行

う公共事業を ｢環境公共｣ と位置付け､ 地域住民やＮＰＯなど､ 地域の様々な主体の協

働により知恵と技術を総動員する新しい公共事業の手法を検討するため､ 次の事業を実

施しています｡
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・ ｢(仮称) あおもり環境公共推進基本方針｣ 策定のため､ 学識経験者や地域住民代表

による委員会の開催
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・他県と合同で行う公共事業制度研究会の開催

・県民理解の醸成を図る情報交換会の開催

・企業の創意工夫による地域の環境づくりの提案・実践

� �������	
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１� 地域用水再生型

元来農村地域の農業用用排水路は､ １年を通じて水が流れ､ 農業用水として利用さ

れるだけでなく､ 生活用水､ 防火用水､ 消流雪用水､ 子供の遊び場､ 修景等の地域用

水として利用され､ 農村環境における主要構成要素として機能し続けてきました｡ し

かしながら､ 近年の農村地域は､ 都市化・混住化､ 転作・耕作放棄地の増加等に伴う

農業用水量の減少､ 家庭雑排水の増加に伴う水質汚濁や悪臭､ 冬期間の通水停止等に

よって､ 地域用水としての機能が失われてきており､ 生活環境及び自然環境､ 景観等

が減退している状況にあります｡

このことから､ 農業用用排水路等において､ 年間を通した水の流れを再生させ､ 水

辺環境及び水質の向上を促進させるため､ 次の事業を実施します｡

① 新たな用水の取得に関する調査､ 施設の整備

② 農業用用排水路等の水質浄化を図るための水質浄化施設の整備

③ 農業用水及び新たな用水の利活用に必要な施設の整備

④ 新たな用水の取得等に関する課題について､ 収集､ 分析､ 対応策の検討､ 成果

の標準化

２� 生物多様性型

古くから､ 農業は食料供給のほか､ 人々にとって身近な自然環境を形成し､ 多様な

生物が生息生育する上で重要な役割を果たしてきました｡ 我が国の生物多様性を確保

するためには､ 農業の在り方とその果たす役割が非常に大きなものであるとともに､

生物多様性が安全で良質な食料を供給する農業及び農村の維持・発展のために不可欠

なものとなっています｡

農業農村整備事業においては､ これまでも､ 希少な生物種への配慮や移動経路の確

保等を通じ生物多様性の確保に取り組んできたところですが､ 今般､ 農業における生

物多様性の確保の取組をより一層強力に推進することが重要となっています｡

そのため､ 農家の理解､ 地域住民の合意形成を得つつ､ 生物多様性確保の視点を取

り入れ､ 生物多様性確保に対応した農業生産基盤整備等の推進を図ることを目的とし､

次の事業を実施します｡

① 生物多様性に配慮した基盤整備を実施するための生物多様性確保整備計画の策

定

② 生物多様性確保に対応した農業生産基盤整備等の実施

③ 農業生産基盤整備事業等の実施区域周辺での生物調査モニタリングの実施
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農村地域では､ 豊かな水と緑に恵まれ､ うるおいとやすらぎに満ちた空間を形成して

きましたが､ その中で､ 農業用水は農業生産以外に､ 生活用水､ 防火用水､ 消流雪用水､

水質浄化用水､ 景観・生態系の保全､ 親水など地域用水として多面的な機能を有してい

ます｡

一方､ 近年の農業構造の変化や農村の混住化の進展等は､ 集落による施設管理機能の

低下や水質の悪化等を招いていることから､ 地域住民や都市住民のニーズ等に即して地

域用水としての多面的な機能を適切に発揮させていくことが求められています｡

このため､ 農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に､ 地域用水の有する多面的な

機能の維持増進に資する施設の整備を行い､ 農村地域における生活空間の質的向上を図

るとともに､ 地域一体となった農業水利施設の維持・保全体制の構築に資することを目

的として､ 次の事業を実施しています｡

・親水・景観保全のための施設として､ 親水護岸､ 遊水施設､ せせらぎ水路等の整備

・生態系保全のための施設として､ 蛍ブロック､ 魚巣ブロック､ 草生水路､ 魚道の整備

・災害発生時に消防水利又は生活水利を容易にするための施設としての防火水槽､ 吸水

桝､ 給水栓及びアクセス施設等の整備

・渇水時に必要とする揚水機､ 送水管､ ファームポンド､ ため池､ 連絡水路等の整備

・施設の適切な利用､ 保全を図るためのベンチ､ 休憩所､ 管理道路､ 遊歩道､ 水質保全

施設､ 照明､ 案内板､ 安全施設等の整備

・地域用水機能増進のための施設として､ 共同洗い場､ チェックゲート､ 反復利用施設

等の整備
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水田は､ メダカなどの淡水魚の産卵場所として適切な流速､ 水深､ 水温を有していま

す｡ 同時にプランクトンの発生により稚魚の餌場としての役割を果たし､ 両生類や水棲

昆虫など多くの生物が､ 水路のネットワークや水田農業特有の営みを活用して生息して

います｡ また､ ため池や農道周辺では希少な動物や植物の生息が確認されています｡ 農

業農村整備事業は､ このように多様な生物が生息する水路やため池､ 農道など農業用施

設の整備を行う事業です｡ 平成13年に土地改良法が改正され､ 事業を実施する際には､

農家を含む地域住民との合意形成を図りながら､ 環境との調和に配慮し､ 地域の動植物

の生態を踏まえた事業計画を策定することとなり､ 生態系に配慮した水路などの整備が

進められています｡

また､ 平成20年度より ｢環境公共｣ に取り組んでおり､ ｢環境公共推進モデル事業｣

では､ 生物多様性の確保などに対応した生産基盤の整備を行うこととしています｡

具体的な配慮工法には次のようなものがあります｡

１� 水路

・魚道などの設置によって本線水路と支線水路との段差を解消し､ 魚類の自由な移動

経路を確保する｡

・水路内に流れの緩やかな所をつくり､ 魚類の生息環境を確保する｡
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・護岸に魚巣ブロック､ 植生ブロック等を用い､ 魚類・植物の生息環境を確保する｡

２� ため池

・ため池の貯水池内に魚巣ブロック､ 植生ブロック等を用い､ 魚類・植物の生息環境

を確保する｡

３� 農道

・在来種による法面 (道路脇の傾斜面) の緑化を行い､ 地域本来の植生の回復を図る｡

� ���������	


県内の河川において､ 地域の小・中学校等各種団体の参加協力を得て､ 水環境保全意

識の啓発を図るため､ 水生生物を指標とする水質調査を実施しています｡ 県では､ 調査

の実施を希望する団体に対して､ 器具の貸出等の支援を行っています｡

平成19年度においては､ 13団体 (延べ392人) が､ 16河川､ 21地点において調査を実

施した結果､ その約90％が水質階級Ⅰ (きれいな水) でした (図２－１－６､ 表２－１－

１)｡ 調査結果は環境省のホームページ (http://mizu.nies.go.jp/suisei/) にも掲載

しています｡
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(注) 川に生息する生物のうち､ サワガニ､ カゲロウ､ カワニナ等30種類の生物を指標として､ 水質
を ｢Ⅰ：きれいな水｣､ ｢Ⅱ：少しきたない水｣､ ｢Ⅲ：きたない水｣､ ｢Ⅳ：大変きたない水｣ の４
階級に分類しています｡
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十和田湖の水質については､ 昭和46年に湖沼で最も厳しい環境基準類型 ｢ＡＡ｣ に指

定し､ 常時監視を実施してきました｡ しかし､ その水質は､ 昭和61年度以降環境基準を

達成できない状態にあり､ 透明度も10ｍを下回る状態が続いています｡ 平成16年度には

ＣＯＤが1.9mg／�､ 透明度が7.5ｍ (いずれも ｢中央｣) と悪化しましたが､ その後は

回復し､ 平成19年度にはＣＯＤが1.4mg／�､ 透明度が9.5ｍと､ 近年は横ばい傾向にあ

ります (図２－１－７)｡ また､ ヒメマス漁獲量は昭和60年代に急激に落ち込み､ その

後一時的に回復した年もありましたが､ 平成４年度から平成８年度及び平成12年度から

平成14年度にかけ再び落ち込むなど不安定な状態が続いています｡

このため､ 県では､ 平成７年度から平成９年度にかけて環境庁 (当時) と共同で水質

の汚濁原因解明調査を実施し､ さらには､ 平成10年度及び平成11年度に環境庁 (当時)､

水産庁及び秋田県と共同で水質改善及びヒメマス資源回復を目的とした調査を実施しま

した｡

これらの調査結果により､ ワカサギとヒメマスが､ 餌である大型動物プラクントンを

めぐって強い競争関係を引き起こし､ 湖内の生態系が変化したことが水質の汚濁及びヒ

メマス不漁の要因の一つであることが分かってきました｡

また､ 平成13年８月には､ 秋田県と共同で､ 行政､ 関係機関､ 事業者及び住民が実践

すべき取組について ｢十和田湖水質・生態系改善行動指針｣ としてとりまとめており､

秋田県及び関係機関等と連携して､ 本指針に掲げる水質・生態系改善のための各種取組

をより一層推進し､ 水質の改善に努めていくこととしています｡

さらに､ 県では､ 十和田湖の水質及びその周辺地域における環境を適正に保全するこ

とを目的として､ 青森・秋田両県の事業者及び住民等が参加する ｢十和田湖環境保全会

議｣ を開催 (平成19年度は平成20年２月に開催) し､ 環境保全に係る意識啓発に努めて

います｡

このほか､ 下水道未接続による一部の生活排水､ 河川を介した汚濁物質の流入なども

水質汚濁の要因の一つと考えられていることから､ 平成17年度に秋田県と連携して十和

田湖に流入する河川等の水質調査を実施し､ その結果から､ 比較的負荷の高い青森県側

の河川について継続して現地踏査を実施しております｡ また､ (独) 国立環境研究所等

と難分解性溶存有機物について共同研究を進めています｡
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十和田湖・奥入瀬川の水は､ 昭和12年に策定された ｢奥入瀬川河水統制計画｣ に基づ

き､ かんがい・発電のために利用されており､ 地域の発展に大きな役割を果たしてきま

した｡

しかし､ 十和田湖の水をかんがい・発電に利用するために､ 奥入瀬渓流への放流は春

から秋までの期間に限定され､ 観光客の動態に対応したものとなっていないことや冬期

間に放流されないことが､ 冬季観光の振興を図る上で支障となっており､ 地元からは奥

入瀬渓流への放流の見直しについて強い要望がありました｡ また､ 奥入瀬渓流の下流で

は､ 発電のための取水により10㎞以上の区間で水が流れていない状態となっており､ 河

川が本来持っている豊かな自然環境が失われています｡

県では､ このような状況を改善するために､ ｢十和田湖・奥入瀬川流水管理システム

策定事業｣ により新たな水利用方法を策定することとして､ 平成17年度に水利用方法の

素案作成､ 平成18年度に学識経験者や地域住民などから構成される検討委員会を開催し､

十和田湖・奥入瀬川の新しい水利用の基本的事項 (奥入瀬渓流への放流の見直し､ 減水

区間への放流､ 十和田湖の利用水深の変更) が決まりました｡ 平成19年度からは ｢十和

田湖・奥入瀬川水利用検証事業｣ により現地試験放流による現場検証および現況河川環

境調査を実施して､ 観光面での効果及び環境への影響を検証しています｡
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陸奥湾はすべての環境基準点で環境基準を達成しており､ 比較的清澄な状態にありま

すが､ 閉鎖性の強い水域であるため､ いったん汚濁が顕在化するとその回復に多大な経
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費､ 時間を要し､ また､ 完全な回復も難しくなります (図２－１－８)｡

このため､ 県では､ 陸奥湾の良好な水質環境を将来にわたって維持していくために､

平成８年度から ｢むつ湾アクアフレッシュ事業｣ を実施し､ 平成９年５月には､ 総合的

かつ長期的な展望に立った陸奥湾の環境保全の基本指針となる｢むつ湾アクアフレッシュ

計画｣を策定しました｡ また､ ｢むつ湾アクアフレッシュ協議会｣ (県､ 関係市町村及び

関係団体等で構成) を設立し､ 生活排水対策として下水道､ 農業集落排水施設､ 合併処

理浄化槽の設置の推進､ 海岸防災林の造成､ 漁民の森づくり活動推進事業及びエコ・クッ

キング発表会等の水質保全活動を実施してきました｡

なお､ 同計画は平成17年度で終了し､ 陸奥湾の水質保全施策については､ 平成18年度

から生活創造プランにおける ｢美しいふるさとの水循環推進プロジェクト｣ により推進

していくこととし､ 各種施策を実施しています｡
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県では､ 青森県八戸工業用水道 (八戸市) を昭和41年６月から､ 青森県六ケ所工業用

水道 (六ケ所村) を平成14年４月から運営をしています｡

青森県八戸工業用水道で供給している水は､ じん芥､ 土砂を除去した原水であり､ 水

質については各事業所で使用目的に応じ浄化処理を行い使用しています｡

除去した土砂は､ 土砂処理池で天日乾燥の上､ 土砂分析 (有害物質含有量試験及び溶

出試験) を行い､ 安全性を確認の上､ 再利用に努めています｡

青森県六ケ所工業用水道で供給している水は地下水であり､ 事業所で浄化処理を行い

使用しています｡

なお､ 県営工業用水道給水状況は､ 表２－１－２のとおりです｡
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(平成20年３月31日現在)
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農村地域は､ 都市地域に比較して汚水処理などの生活環境施設の整備が遅れており､

農業集落からの生活雑排水の増加等が農業生産のみならず生活環境にも悪影響を及ぼし

ています｡

このため､ 農村集落の生活環境を改善し､ 水質保全を図ることを目的として､ 農業集

落排水事業などを積極的に推進しているところです｡
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本県の日本海・津軽海峡・太平洋ではイカ釣り､ 定置網などの漁業が､ 陸奥湾ではホ

タテガイ養殖業が営まれており､ 海面漁業・養殖業の生産量は全国第５位､ 小川原湖､

十三湖等ではシジミ､ ワカサギ､ シラウオ等を対象とした漁業が営まれており､ 内水面

漁業の生産量は全国第３位となっています (農林水産省 ｢平成18年漁業・養殖業生産統

計年報｣)｡ このように全国有数の水産物主要産地である本県の海面・内水面漁場の環境

保全を図るため､ 県では昭和48年から ｢漁業公害調査指導事業｣ を実施しており､ 漁業

公害調査指導員の配置による漁場環境監視体制を強化するとともに､ 各漁業協同組合の

協力を得ながら漁場被害発生時における緊急処置体制の強化指導を行いました｡

また､ ｢漁場環境美化活動推進事業｣ では環境美化推進協議会による協議を行い､ 沿

岸市町村による環境美化のための漁場清掃を実施するとともに､ ｢漁場環境監視調査事

業｣ ではホタテガイ養殖漁場としての陸奥湾の持続的な環境保全のための調査を行いま

した｡
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名称 給水地域 給水能力
(�／日)

給水事業者数 19年度給水実績
(�／日)

青 森 県 八 戸
工 業 用 水 道

八 戸 臨 海
工 業 地 帯 350,000 11 332,280

青 森 県 六 ケ 所
工 業 用 水 道

弥栄平中央地区
工 業 団 地 2,500 ２ 2,230


